
令和６年９月の消費生活相談受付状況（速報）（検索日：令和６年 10月９日） 

 

 

 

 

 

１ 概況 

9月の相談件数は 669件で、前月と比べると 63件（8.61%）の減少となっています。

また前年同月と比べると 72件（9.72%）の減少となっています。   

      

            

           

      

            

         

【商品・役務別相談】 

賃貸アパート退去時の原状回復費

用の負担に関することなどの「集合住

宅」の相談が 72 件で、相談全体の

10.76%を占め、前月と比べて 11 件

（18.03%）の増加となっています。 

次に、商品・役務が特定されない契

約や解約に関することなどの「商品一

般」の相談が 60 件で、相談全体の

8.97%を占め、前月と比べて 22 件

（26.83%）の減少となっています。注

文した覚えのない商品が届いたなど

の相談が寄せられています。  

 次に、「健康食品」の相談が 50件で、

相談全体の 7.47%を占め、前月と比べ

て 21 件（29.58%）の減少となってい

ます。お試しのつもりで商品を注文し

たところ、定期購入が条件になってい

たなどの相談が寄せられています。        

 次に、美容液や除毛クリームの使用等に関する「化粧品」の相談が 25件で、相談全体

の 3.74%を占め、前月と比べて 1件（4.17%）の増加となっています。  

 次に、廃品回収サービスや探偵業務等に関する「役務その他」の相談が 24件で、相談

全体の 3.59%を占め、前月と比べて 13件（35.14%）の減少となっています。   

担当：札幌市市民文化局市民生活部 

消費生活課 調査指導係 

℡：011-728-2111  
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【相談件数が急増した商品役務】 

 直近１か月間で相談件数が急増した商品役務とその相談概要をご紹介します。 

●排水管交換工事（８月４件→９月８件） 

 

 ＜相談概要＞（50代 女性） 

  自宅に来訪した事業者から排水管清掃の勧誘を受けた。作業料金１万円というので

清掃してもらい、料金はその場で現金で支払った。その際、「排水管が詰まっている

ため排水管全てを交換したほうがよい」との説明を受け、およそ 100万円の工事契約

をしてしまった。後になって考えてみると、あまりにも高額のため契約を解除し、工

事を取りやめたい。担当者の名刺を渡されていたので、当該事業者の営業所および担

当者の携帯電話に連絡したがどちらも出なかったため、工事を中止したい旨のメッセ

ージを留守番電話に入れた。これで大丈夫だろうか。 

  

 ＜助言内容等＞ 

  来訪した事業者に勧誘されて排水管を洗浄してもらい、さらに排水管の交換工事を

契約したということであれば、訪問販売に該当するためクーリング・オフが可能であ

ることを説明した。相談者は事業者の留守番電話にメッセージを入れたということだ

が、電話での申出だけではトラブルの原因になるため、必ず書面で通知することが重

要であることを伝え、札幌市消費者センターのホームページの掲載内容に沿って、ク

ーリング・オフ通知の書き方、発信方法等を説明した。 

 

２ 相談件数の  及び区別内訳 

 


